
令和５年度（２０２３年度）自治会要望回答一覧

要望

自治会名

交差点側溝の排水

外江地区
自治連合会

道路の木皮等の
散乱について

外江地区
自治連合会

ふれあい会館広場

外江地区
自治連合会

地区番号 要望の要旨 担当課 回答

外江 1

◆場所：芝町

　複数の側溝の水が交差点に集中し、少しの雨
で水浸しになる。適切な改善をお願いしたい。

管理課
下水道課

　令和８年度に計画している下水道整備に合わせて、下流側（交差
点から米川間）の側溝断面を大きくする改修工事を予定しておりま
す。それまでの間は、浸水対策として土のう設置などの対応策を講
じたいと考えております。

外江 2

◆場所：西工業団地交差点から木工団地へ向か
う道路

　トレーラーが運搬する丸太木がこすれるため
か、道路に木の皮が散乱している状況がみられ
る。
　市に現状を把握してもらい、業者に対して適切
な指導を要望する。

管理課

　昨年度も同様の内容の要望を受け、業者は、運搬経路の清掃を週
に１回実施されており、今年の７月からは、清掃の範囲を拡大する
など、木の皮が道路に散乱したままにならないよう、対応されてい
るところであります。
　その後、木の皮の散乱は軽減されたものの、未だ見受けられるこ
とから、木の皮が落ちないよう運搬車の側面に網などの設置ができ
ないか協議を行った結果、運搬車の側面に網などを設置することに
ついては、丸太木の積み下ろし時に、フォークリフト等を使用し側
面からの作業を行っており、作業に支障が出るため困難であるとい
う回答でありましたが、運送業者に改めて、木の皮の落下に細心の
注意を払うよう、指示を行うということでありました。道路に木の
皮が散乱していることについては、特に散乱状況が目立つ範囲につ
いて、清掃頻度を週３回に増加するとともに、従業員による点検も
実施するとの回答がありました。
　今後も道路管理者として、道路保全の観点から適切な指導を行っ
てまいりたいと考えております。

外江 3

◆場所：外江ふれあい会館

　現在、小学校の体育館利用者の駐車場としても
利用されており、路面が傷み広場としての利用が
困難な状況になっている。広場として本来の利用
が出来るよう適切な対処をお願いしたい。

総合政策課

　ふれあい広場入口付近は駐車スペースとして残した上で、奥は広
場として本来の利用ができるよう、令和５年11月24日に仕切り柵を
設置しました。令和７年度の下水道接続工事に合わせて、ふれあい
広場入口付近の舗装について検討します。



要望

自治会名
地区番号 要望の要旨 担当課 回答

旧わかまつ幼稚園
の利用

外江地区
自治連合会

五ヶ井手川の
雑草等について

誠道地区
自治連合会

ヌカカの発生に伴う
対策について

中浜地区
自治連合会

農政課

　五ケ井手川は、米川土地改良区が所有及び管理しており、五ケ井手川
沿いの樹木や雑草が繁茂している状況を書面をもって米川土地改良区に
伝えたところです。
　恒久対策につきましては、米川土地改良区に対して引き続き要望を伝え
るとともに、除草については米川土地改良区が状況等に応じ対応する旨
の回答をいただいております。

中浜 1

◆場所：中海干拓地、中浜地区の荒廃農地

　令和４年から５年にかけて、ヌカカを原因とした
かゆみなどの健康被害の訴えが多発している。
被害の多くは、農作業、草取り中などに起きてい
る。中浜地区では、JR境線から中海にかけて広
範囲に発生している。
　市として、被害防止のための調査及び発生抑制
対策を実施していただきたい。

環境・ごみ
対策課

　今年度はヌカカの発生時期が５月～７月頃のため調査を実施することが
できないため、健康被害が多く発生している農家の皆様を中心に聞き取り
やアンケートを実施します。
　令和６年度は、今年度の聞き取りやアンケート結果をもとにヌカカの生息
調査を実施します。実施にあたっては、米子市のヌカカ調査及び対策で実
績のある米子工業高等専門学校と連携して行います。

　ヌカカの発生抑制については、米子市の対策を参考に検討したいと思い
ます。

※ヌカカは弓ヶ浜半島のような砂地で適度な湿気があれば生息が可能な
ハエの仲間で、過去に行われた調査によると全国の海岸で生息が確認さ
れています。

誠道 1

◆場所：旧誠道小学校～誠道集会所

　誠道地区五ヶ井手川沿いの防草対策として令
和３年に防草シートを設置していただいたが、
シートの劣化が進み、再び樹木や雑草が繁茂し
ている。
　防草シートを除去し、恒久対策としてコンクリー
トで覆っていただきたい。恒久対策が困難であれ
ば、年２回程度の除草をしていただきたい。

　旧わかまつ幼稚園は、市民図書館と市史編さん室の資料の保管で
活用しておりますが、令和６年度中に資料の整理を行い、引き続き
保管を要する資料は、新たな保管場所を選定して移転させたいと考
えております。
　その後につきましては、園舎（昭和５１年築、平成２３年度より
休園）は老朽化が進んでおり、建物内部を利用いただくのは難しい
状況です。そのため、地域の皆様のご意向を伺いながら、建物の解
体や敷地を地域で活用いただくことを検討してまいります。

教育総務課

◆場所：旧わかまつ幼稚園

　　現在利用されることなく、放置されている土地
について、地域住民の要望をくみ取りながら、有
効利用を積極的に行っていただきたい。

4外江


